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第1章 序

1.1 は じ め に

環 境に 配慮した 地域 の 活性化に つ い て 考え て

みた 時に 、 そ の 地域 づ く り の 方法と して リ ゾー

ト開発、 企 業の 誘致など が 考え ら れ る が 、 多額

の 資金を 使っ た 大規 模開発と い う よ う なモ デル

は 現代に は そ ぐ わ ない で あ ろ う 。 そ こ で 、 農山

村を メ イ ン ステー ジと した 新た な地域 振興策を

想定す る 。

　 農山村部の 基 幹 産業で あ る 農業に つ い て 見る

と 、 過疎化や 高齢化が 進ん で お り 、 農業の 担い

手が 減っ て き て い る 。 農業活動は 食料の 供給 機

能の 他に 、 国土や 環 境の 保全と い っ た 多面的機

能を 担っ て お り 、 ま た 食料自給 率の 低下の 問題

など を 考え る と 国内農業を も っ と 振興さ せ る 必

要が あ る と 言え る 。

　 しか し、 持続可能な発展と い う 視点で 考え る

と 、 た だ や みく も に 慣 行農業を 保護・ 推進して

も 、 過度に 農薬や 化学肥料を 使っ た 農業は 環 境

に 負荷を 与え 、 自然環 境を 破壊す る 危 険が あ る 。

そ こ で 、 環 境保全型農業の 推進に つ い て 考え 、

自然環 境を 保全しなが ら 地域 を 活性化さ せ て い

く よ う な方策を 提案 しす る 。

1.2 日本の 農村の 現状と 問題点

ま ず 、 日本の 農村の 現状と 問題点に つ い て 述

べ て い く 。 日本の 農村の 問題点と して 、 農業就

業人口の 減少、 農業担い 手の 高齢化、 中山間 地

域 で の 過疎化、 遊休 地の 増大、 経営 規 模の 小さ

さ 等が 挙げ ら れ る 。

ま ず は 農業就業人口の 減少に つ い て で あ る 。 (表

1.1)農業就業人口と は 15歳以 上の 世帯員 （ 同

居家族） で 、 調査期 日前 1年間 に 「 農業だ け に

従事した 者」 と 「 農業と そ の 他の 仕事に 従事し

た 者の う ち 農業が 主で あ る 者」 の 事を い う 。 日

本の 農業就業人口の 推移 は 、 昭和３ ０年代半ば

に は 約 1450万人が 農業に 従事して い た が 、 現

在で は 380万人程に ま で 減少して い る 。

　 農業担い 手の 高齢化も 大き な問題と なっ て い

る 。 農家人口の 高齢化は 総人口の 高齢化よ り も

１５～ ２ ０年も 進ん で き て い る が 、 今後と も 高

齢化が 進みま も なく 農家人口の ３ 割 以 上が ６ ５

歳以 上と い う 状況に なる と 予測さ れ て い る 。 (表

1.2) ま た 、 戦後の 日本農業を 担っ て き た と い わ

れ る 昭和１け た 層も 、 高齢者の 年齢に 達しつ つ

あ り 、 労働力の 面で も 高齢化が さ ら に 進む と 予

想さ れ る と こ ろ で あ る 。 高齢化の 動向に つ い て

分析す る と 、 農家人口の 高齢化率が 予想以 上に

上昇して い る 。 そ の 要因 と して は 高齢者数の 増

加に よ る と こ ろ が 大き い が 、 ２ ５～ ３ ４歳女子

人口の 減少と い う 年齢サイ クル に よ る 循環 的な

要因 と 農家の 出生率の 低下と い う 構造的な要因

に よ っ て も た ら さ れ た 年少人口数の 急 減に よ り

加速さ れ て い る と さ れ て い る 。 ま た 、 農業労働

力の 高齢化率は 、 農家人口の 高齢化に 加え て 、

高齢者の 農業就業率が 従来の 予想以 上に 上昇し

て い る こ と に よ り 、 急 激に 高ま っ て き て い る 。

高齢者の 農業就業率に つ い て は 新規 就農者の 推

移 を 参考に す る 必要が あ る 。（ 表 1.4） 新規 に 農

業に 就業す る 新規 就農者に つ い て は 平成３ 年ま

で 減少しつ づ け て い た が 、 そ れ 以 降は 順次増加

して い る 。 しか し、 そ の 内訳を みる と 新規 就農

青年の 数は あ ま り 増え て お ら ず 、 特に 学卒の 就

農者に 至っ て は 近年ほ ぼ 変化が ない 。 新規 就農

者の 増加に 貢献して い る の は 離職就農者で あ る 。

離職就農者と は 、 離職に よ り 就業状態が 「 勤務

が 主」 か ら 「 農業が 主」 に なっ た 者の こ と で あ

る が 、 そ の ほ と ん ど が 定年退職後の 高齢者及 び
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平成 2年 7年 12年 13年 14年

農業人口（ 農家世帯員 ） 13,878 12,037 10,467 10,169 9,898

農業就業人口 4,819 4,140 3,891 3,820 3,751

表 1.1: 農家人口の 動向（ 販売農家） 　 （ 単位 ： ％ ）

出典： 農林水産省「 農林業セン サス」、「 農業構造動態調査」

昭和 40年 45 50 55 60 平成 2年 7 12

全国高齢層 6.3 7.1 7.9 9.1 10.3 12.0 14.5 17.3

農家高齢層 9.8 11.7 13.7 15.6 17.1 20.0 24.7 18.6

表 1.2: 総人口及 び 農家人口に 占め る 高齢者（ ６ ５歳以 上） の 推移 　 （ 単位 ： ％ ））

出典： 農林水産省「 農林業セン サス」

合計 14歳以 下 15～ 24 25～ 64 65歳以 上

昭和 50年 23,197,451 4,657,112 3,698,979 11,659,533 3,181,827

100 20.1 16.0 50.3 13.7

55年 21,366,300 3,938,506 2,916,980 11,181,010 3,329,804

100 18.4 13.7 52.3 15.6

60年 19,298、 323 3,520,984 2,185,979 10,282,239 3,309,121

100 18.3 11.3 53.3 17.2

平成 2年 17,396,104 2,988,192 1,818,035 9,037,299 3,452,578

100 17.3 10.3 52.3 20.0

7年 15,084,304 2,205,050 1,652,002 7,505,489 3,721,763

100 14.6 11.0 49.8 24.7

12年 13,458,177 1,729,0059 1,561,325 6,316,281 3,851,512

100 12.9 11.6 16.9 28.6

表 1.3: 総人口及 び 農家人口に 占め る 高齢者（ ６ ５歳以 上） の 推移 　 （ 単位 ： ％ ））

出典： 農林水産省「 農林業セン サス」
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新規 就農者

う ち 新規 学卒 う ち 離職就農者 新規 就農青年１＋ ２

就農者１

う ち ３ ９歳以 下の

離職就農者２

昭和 60年 93,9 4,8 89,1 15,7 20,5

平成 2年 15,7 1,8 13,9 2,5 4,3

7年 48,0 1,8 46,2 5,8 7,6

12年 77,1 2,1 75,0 9,5 11,6

13年 79,5 2,1 77,4 9,6 11,7

表 1.4: 新規 就農者の 推移 　 （ 単位 ： 千人）

出典： 農林水産省「 農林業セン サス」、「 農業構造動態調査」、 全国農業会議 所調べ

準高齢者で あ る と 言わ れ て い る 。

　 高齢化に 伴い 過疎化も 深刻な問題と なっ て

い る 。 過疎化は 主に 中山間 地域 で 起 き て お り 、

そ れ を 示した の が 以 下の （ 表 1.5） で あ る 。 一

概に 農村と い っ て も 、 そ の 土地利用形態に よ っ

て い く つ か の レ ベ ル に 分け ら れ 、 そ の 類型区分

と して は 、 都市的地域 、 平地農業地域 、 中間 農

業地域 、 山間 農業地域 の 四分類が あ る 。 こ の 区

分に した が っ て 全国の 3,221市町村を 分類す る

と 、 都市的地域 が 713（ 22.1 ％ ）、 平地農業地域

が 755（ 23.4 ％ ）、 中間 農業地域 が 1,020（ 31.7

％ ）、 山間 農業地域 が 733（ 22.8 ％ ） と なる 。 こ

の う ち 、 中間 農業地域 と 山間 農業地域 を 合わ せ

て 「 中山間 地域 」 と 呼ん で い る が 、 こ の 分類に

よ れ ば 、 中山間 地域 に 属す る 市町村数は 1,753

（ 54.4 ％ ） と なり 、 実に 全市町村数の 過半数以

上を 占め る こ と に なる 。 そ して 現在、 こ の 中山

間 地域 に お い て 、 過疎化を は じ め と した 農村問

題の 今日的危 機 が 集中的に 現れ て い る と い わ れ

て い る の で あ る 。 若者定住型就業機 会の 不足、

集落の 崩壊、 耕作放棄と 農地の 荒廃の 三つ の 問

題が 、 中山間 地域 に お け る 共通の 課題と なっ て

お り 、 早急 か つ 抜本的な対応が 求 め ら れ て い る 。

　 ま ず 、 人口の 減少を く い 止め る た め に 若年人

口の 流出を 防ご う に も 、 多く の 中山間 地域 で は 、

農林業の 他は 土木建設業や 誘致さ れ た 零細製造

業等しか なく 、 仕事は あ る も の の 就き た い 仕事

が ない と い う 労働力需給 の ミ スマ ッチが 深刻と

なっ て い る の で あ る 。 結果、 若者達は こ れ ら 業

種を 敬遠し、 都市部の 第三次産業等に 職を 求 め

て 社会的流出を 繰り 返して き た の で あ る 。 こ の

こ と が 、 中山間 地域 に お け る 若年層の 空洞化現

象を 引 き 起 こ した と い え る の で は ない か 。

　 さ ら に 、 過疎化した 町村を 小さ な集落単位 で

見る と 、 集落崩壊が 目前に 迫っ て い る こ と が わ

か る 。 集落の 構成要員 の 大多数を 、 単身老人や

二人暮ら し老人世帯が 占め 、 さ ら に は 後継者と

なる べ き １８ ～ ４０歳層が 現に い る か 、 あ る い

は 将来Ｕター ン す る 見込みが あ る と い う 世帯が 、

実に 半分に も 満た ない 状況と なっ て い る の で あ

る 。

　 ま た 、 こ れ ら 要因 に よ っ て 、 山間 棚田を は じ

め と した 耕作放棄地の 増加（ 表 1.6） や 山林の 不

在地主化が 進ん で お り 、 農山村の 自然環 境や 景

観 の 悪 化も 進ん で い る 。 こ の こ と は 当該地域 だ

け の 問題で は なく 、 森林や 水田の 保水能力の 低

下と なっ て 下流の 水害要因 を 拡大さ せ て い る こ

と か ら 、 国土全体に か か わ る 重要な問題と 言っ

て も 過言で は ない 。

　 こ う した 問題が 中山間 地域 で 顕著に 見ら れ る

理由と して は 、 ま ず 中山間 地域 そ の も の が 持つ

条件不利性が あ げ ら れ る 。 中山間 地域 は そ の 性

質上、 他地域 と 比較 して 諸条件面が 不利で あ る

こ と は 否め ない 。 基 幹 産業で あ る 農業だ け 見て

も 、 狭小で 傾斜の き つ い 農地だ け しか ない 等、

消費地か ら 遠い と い っ た 自然的・ 経済的条件の
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人口増減率 人口増減率

平成 9年 都市的地域 0.38 12年 都市的地域 0.32

平地農業地域 0.20 平地農業地域 0.00

中間 農業地域 ▲ 0.30 中間 農業地域 ▲ 0.42

山間 農業地域 ▲ 0.95 山間 農業地域 ▲ 1.00

10年 都市的地域 0.38 13年 都市的地域 0.40

平地農業地域 0.09 平地農業地域 ▲ 0.12

中間 農業地域 ▲ 0.35 中間 農業地域 ▲ 0.53

山間 農業地域 ▲ 0.90 山間 農業地域 ▲ 1.08

11年 都市的地域 0.31

平地農業地域 0.08

中間 農業地域 ▲ 0.41

山間 農業地域 ▲ 0.98

表 1.5: 農業地域 ＆ 類型別に みた 市町村の 人口増減率の 推移 　 （ 単位 ： ％ ）

▲ は マ イ ナスを 表す

出典： 総務省　 「 住民基 本台帳人口要覧」

不作付面積 耕作放棄面積

昭和 50年 210,0 131,4

55 184,3 123,1

60 140,3 130,7

平成 2年 160,0 216,8

7 165,0 244,3

12 177,9 342,8

表 1.6: 不作付面積、 耕作放棄面積の 推移 　 （ 単位 ： 千 ha）

資料： 農林水産省「 農林業セン サス」

不利性が 認め ら れ る 。 例え ば 2000年に お け る

農家一 戸当た り の 農業所得を 見る と 、 全国平均

は 1、 147千円 だ が 、 こ れ を 100 と す る と 、 都

市的地域 が 1,503千円 、 平地農業地域 が 1,184

千円 、 中間 農業地域 が 1,052千円 、 山間 農業地

域 が 648千円 と なり 、 山間 農業地域 の 農業所得

は 平地農業地域 の お よ そ 半分に す ぎ ない こ と が

わ か る 。 こ う した こ と か ら 、 中山間 地域 に お け

る 農業は 担い 手不足が 進行し、 急 速に 崩壊しつ

つ あ る 。

　 最後に 、 日本の 農家の 経営 規 模の 小さ さ で あ

る 。 日本の 農家の 平均経営 耕地面積は 1.7ha で

あ り 、 さ ら に 零細分散型の 農業と なっ て い る 。

そ の た め 生産性を 向上さ せ る た め 、 農薬や 化学

肥料を 大量に 投入し、 土壌の 劣化を 進め る こ と

に も つ なが る 。

　 こ の よ う に 農業が 衰退して い く と 、 農産物供

給 量が 低下し、 日本の 食料自給 率は 下が っ て し

ま う 。 ま た 集落機 能が 麻痺し、 耕作放棄地拡大、

遊休 農地の 増大を 招く など 、 農村機 能が も つ 様々

な外部効果の 恩恵を 受け る こ と が 出来なく なる

と い っ た 弊害が 生じ て く る 。 しか し、 農業就業

人口の 減少、 そ して 過疎化・ 高齢化と い う 現状

を 考え る と 将来的に は 更なる 農業の 衰退が 懸念

さ れ る の で 、 こ れ を 食い 止め る た め に は 何ら か

の 振興策を 考え なけ れ ば なら ない 。
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1.3 慣 行農業の 環 境負荷問題に

つ い て

農業は 食料供給 の 機 能の ほ か 、 国土の 保全、

水源の 涵養、 自然環 境の 保全、 良好な景観 の 形

成、 文化の 伝承、 保健休 養、 地域 社会の 維 持活

性化など の 多面的機 能を 有して お り 、 こ れ ら を

保全して い く た め に 、 環 境と の 調和を 常に 考慮

す る 必要が あ る 。 　 歴史的に みて も 、 環 境と 農

業の 調和に 失敗して 古代文明が 衰退した と い う

例が あ る 。 メ ソポ タミ ア 文明で は 、 灌漑農業が

盛ん に 行わ れ て い た 。 しか し灌漑した 土地で は 、

乾 季 に なり 乾 燥が 進む と 、 塩分を 含 ん だ 土中の

水分が 地表面に 上が っ て き て 、 そ の 水が 蒸留水

と なっ て 蒸発し、 不純物の 塩分の みが 地表に 残

り 塩類集積と い う 害を も た ら す 。 結果、 塩害に

よ っ て 農業が で き なく なり 、 土地も 衰え や が て

砂漠化して い き 、 文明を 滅ぼ した 一 因 と なっ た

と も 言わ れ て い る 。

　 産業革 命以 後の 工業化の 時代を 迎え る と 化学

肥料・ 農薬など の 工業生産物が 農業に 導入さ れ

る よ う に なっ て く る 。 土地生産性の 向上の た め

に 、 化学肥料が 集約的に 使用さ れ 、 殺虫、 除草、

抗菌など を 目的と して 農薬が 使わ れ る 。 そ の 一

方で た い 肥など を 使っ た 土づ く り は お ろ そ か に

なっ て い る 。 こ の よ う な多肥栽培技術及 び 殺菌

剤殺虫剤に よ る 病害虫防除は 、 一 定面積か ら 多

く の 収穫 を あ げ て 土地生産性を 高め る こ と を 可

能に し、 人力に 変わ る 農業機 械の 導入や 除草剤

の 使用は 、 つ ら い 農作業を 軽減し労働生産性の

向上に 大き な役割 を 果た した 。 慣 行農業は 、 短

期 的に 農業に メ リ ットを も た ら す も の だ が 、 で

は 、 ど の よ う な不利益 を も た ら す の だ ろ う か 。

ま ず 化学肥料は 、 土地生産性を 向上さ せ る た め

に 用い ら れ る が 、 肥料成分の 中に 含 ま れ る 窒素

が 土壌、 地下水へ 浸透す る と 、 窒素肥料中の ア

ン モ ニア が 微生物に よ る 硝化作用で 短期 間 に 亜

酸性窒素を 経て 硝酸性窒素に 変化し土壌や 地下

水に 滞留、 結果、 長期 的に 土壌の 成分バ ラ ン ス

が 崩れ 、 土地の 生産性は 低下す る 。

　 ま た 農薬は 、 農業生産に お い て 広く 使用さ れ

て い る 生産財の 一 つ で あ り 、 殺虫剤、 除草剤、

抗菌剤など の 使用目的を も っ て 使用さ れ て い る 。

水田や 畑に お け る 農業生産活動で 使用さ れ る 量

は わ ず か で あ る が 、 使用さ れ る 面積が 大き い た

め 、 農薬の 使用総量は 多く 、 広域 的な地下水茎

葉、 土壌表面、 田面水あ る い は 土壌中に 散布さ

れ た 農薬は 、 作物対に 付着し、 吸 収や 代謝分解

を 受け る 以 外に 、 一 部は 大気 へ 気 散した り 、 水

系に 移 行した り す る が 、 時間 の 経過に 伴っ て 多

く は 土壌表面に 落下す る 。 ま た 、 汚染源は 広が

り が あ る の で 、 汚染源の 特定が 難しい （ ノ ン ポ

イ ン ト汚染）。 農薬利用の 弊害と して は 、 人体

へ の 影 響、 農作物へ の 農薬の 残留、 土壌粒子へ

の 吸 着、 農耕地か ら 水系へ の 農薬の 流出、 周囲

の 野生動物へ の 影 響など が あ げ ら れ る 。

　 近代農業、 つ ま り 慣 行農業は こ の よ う に さ ま

ざ ま な面で 自然環 境に 負荷を 与え て い る 。 自然

環 境に 負荷を 与え る と い う こ と は 、 農業の 基 本

的な生産基 盤も 破壊す る こ と と なる 。 ま た 、 残

留農薬の 問題など を 考え る と 、 食品安 全問題へ

の 懸念も あ り 、 事実化学肥料・ 農薬の 使用を 控

え た 農産物に 対す る 消費者の ニー ズも 高ま っ て

き て い る 。 そ こ で 、 自然環 境と 調和した 持続可

能な成長を 続け て い く た め に 、 た い 肥など を 利

用した 土作り と 化学肥料・ 農薬の 使用の 低減を

行う 環 境保全型農業を 必要が あ る と 言え る 。

　 国際的に も 、 化学肥料・ 農薬の 使用の 節減等

を 行う 持続的な農業を 推進す る こ と が 農業政策

と して 重視さ れ て き て お り 、 近年、 Ｏ Ｅ Ｃ Ｄ 加

盟国を 中心と して 環 境保全型農業等の 推進に 関

す る 仕組みが 相次い で 整備さ れ て き て い る 。 し

か し、 日本で は 「 土づ く り や 化学肥料・ 農薬の

使用の 低減を 促る 環 境保全型農業に 対す る 農業

者の 取組みは 、 い ま だ 不十分な状況と なっ て い

る 。 2000年世界農林業セン サス調査結果（ 農林

水産省統計情報部） に よ る と 、 全国の 販売農家

２ ３ ４万世帯の う ち 、 環 境保全型農業に 取り 組

ん で い る 農家数は 約５０万世帯、 一 方環 境保全

型農業に 取り 組ん で い ない 農家数は １８ ５万世

帯で 、 環 境保全型農業に 取り 組ん で い る 農家数

は 全体の 約２ ２ ％ 程度に と ど ま っ て い る 。 持続

可能な成長を 続け る た め に は 、 環 境保全型農業

に 取り 組む 農家の 比率を も っ と あ げ る た め の 何

ら か の 施策を 考え ね ば なら ない 。
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第2章 エコビ レ ッジの ア ウ トラ イ ン

2.1 エコビ レ ッジの 定義

一 章で みて き た よ う に 、 現在の 日本の 農業は

大き く 分け て 二つ の 問題を 抱え て い る 。 ま ず 一

つ は 、 過疎化・ 高齢化、 農業就業人口の 減少な

ど と い っ た 農村の 問題で 、 も う 一 つ は 、 化学肥

料や 農薬など の 使用に 起 因 す る 環 境負荷問題で

あ る 。 そ こ で 、 こ れ ら の 問題点を 解決す る た め

に 、 環 境保全型農業を 進め て 農山村地域 を 活性

化す る エコビ レ ッジ（ エコビ レ ッジ） の 施策を

提案 す る 。

　 環 境庁の 里地研究 会報告書に よ る と 、「 エコ

ビ レ ッジ」 づ く り と は 、「 環 境資源を 生か した

地域 活性化を 地域 住民が 都市住民の 参加を 得な

が ら 行い 、 他か ら 触発さ れ 学習す る こ と で 自ら

が 元気 に なる と 共に 他主体に も 元気 さ を 広げ て

い く こ と 、 そ して 地域 づ く り 全体を 環 境配慮型

に 変え て い く こ と 」 で あ る と 定義 さ れ て い る 。

　 こ の 報告を 元に 、 本論で は エコビ レ ッジを 「 環

境保全型農業を 中心と す る 地域 活性化の 施策」

と 定義 し、 分析を 行なっ て い く 。

エコビ レ ッジは 、 ま ず 日本農業が 抱え る 二つ の

大き な問題点の 一 つ 、 環 境負荷問題を 解決す る

た め に 環 境保全型農業を 推進す る 。 た だ し、 環

境保全型農業に は デメ リ ットも 存在す る の で 、

第 3章で は 環 境保全型農業の 特徴を 明ら か に し、

デメ リ ットを ど の よ う な方策で 解決して い っ た

ら い い の か 理論モ デル を 使っ て 分析して い く 。

　 ま た 、 二つ 目の 問題、 つ ま り 農村の さ ま ざ ま

な問題を 解決す る た め に 、 法人化に よ る 農業経

営 を 導入す る 。 こ の 点に つ い て は 以 下第４章で

検討して い く 。
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第3章 環 境保全型農業

3.1 環 境保全型農業の 定義

農林水産省の 「 環 境保全型農業の 基 本的考え

方」 に よ る と 、 環 境保全型農業は 、「 農業の 持

つ 物質循環 機 能を 生か し、 生産性と の 調和など

に 留意 しつ つ 、 土づ く り 等を 通じ て 化学肥料、

農薬の 使用等に よ る 環 境負荷の 軽減に 配慮した

持続的な農業」 と 定義 づ け ら れ て い る 。

　 本論で は 環 境保全型農業を 上記 の も の と す る

が 、 しか し、 具 体的に ど こ ま で を を 環 境保全型

農業と 位 置づ け る の か 、 そ の 認証方法も 問題で

あ る 。 そ こ で 、 環 境保全型農業の 認証に つ い て

は 、 農林水産省が 認定す る エコフ ァ ー マ ー を 基

準と して 考え た い 。

　 エコフ ァ ー マ ー は 、 平成１１年７ 月に 制定さ

れ た 「 持続性の 高い 農業生産方式の 導入の 促進

に 関 す る 法律（ 持続農業法）」 第４条に 基 づ き 、

「 持続性の 高い 農業生産方式の 導入に 関 す る 計

画」 を 都道府県知事に 提出して 、 当該導入計画

が 適当で あ る 旨の 認定を 受け た 農業者（ 認定農

業者） の 愛 称名で あ る 。 エコフ ァ ー マ ー に 認定

さ れ る と 、 認定を 受け た 導入計画に 基 づ き 、 農

業改良資金（ 環 境保全型農業導入資金） や 税制

上の 特例措置が 受け ら れ る 。 た だ 、 各都道府県

別に よ っ て 措置は 異 なり 、 ま た 計画を 実行して

い ない 都道府県も あ る 。 そ こ で 、 本論で は 、 エ

コフ ァ ー マ ー の 認定基 準を 環 境保全型農業と み

なし、 エコビ レ ッジに 参入す る 企 業は 、 こ の 認

定基 準を 超え る こ と を 最低条件と して 設定す る 。

3.2 環 境保全型農業と は

そ れ で は 、 具 体的な環 境保全型農業の 方法に

つ い て 述べ て い こ う 。 具 体的に 生産方式と して

は 、「 持続性の 高い 農業生産方式の 導入の 促進

に 関 す る 法律（ 持続農業法）」 か ら 、 以 下の よ

う なも の と す る 。

1. た い 肥等の 活用に よ り 、 農業生産の 基 盤

で あ る 農地に つ い て 、 土壌の 性質に 由来

す る 農地の 生産力の 維 持増進を 図る も の

で あ る こ と （ 農地の 生産力の 持続性）

2. 化学的に 合成さ れ た 肥料・ 農薬の 使用を 減

少さ せ る 技術の 利用に よ り 、 農業生産に

伴う 環 境負荷の 低減を 通じ 、 良好な営 農

環 境の 確 保に 資す る も の で あ る こ と （ 良

好な営 農環 境の 持続性）

3. そ の 生産物の 量や 質の 水準を 従来の 生産

方式の 水準か ら 低下さ せ る よ う なも の で

は なく 、 か つ 、 経営 的な合理性を 有して

い る も の で あ る こ と （ 生産物の 量及 び 質

の 持続性、 経済的な持続性と い う 性格 を

備え て お り 、 将来に わ た っ て 農業生産を

持続的に 行う こ と が で き る 効果が 特に 高

い も の で あ る ）

　 ま ず 、（ １） の た い 肥そ の 他の 有機 質資材の

施用に つ い て は 、 土壌有機 物含 有量、 可給 態窒

素含 有量そ の 他の 土壌の 性質を 総合的に 改善す

る た め に 行なわ れ る 。 た い 肥等の 有機 質資材に

含 ま れ る 有機 物は 、 土壌の 物理的、 化学的及 び

生物学的性質を 良好に 保ち 、 ま た 、 可給 態窒素

等の 養分を 作物等に 持続的に 供給 す る た め に 極

め て 重要な役割 を 果た す も の で あ る 。 した が っ

て 、 土壌診断を 行っ た 上で 、 窒素成分と 炭素成

分の バ ラ ン スが と れ た 有機 質資材を 施用す る こ

と で 、 将来世代に 渡っ て 持続可能な土壌を 形成

す る こ と が で き る よ う に なる 。

　 次に （ ２ ） の 化学的に 合成さ れ た 肥料・ 農薬
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の 使用を 減少さ せ る 技術の 利用に つ い て は 、 ま

ず 化学肥料は 、 局所施肥技術 、 肥効調節型肥

料施用技術、 有機 質肥料施用技術など を 用い る

こ と に よ っ て 化学肥料の 施用効率を 著しく 高め

る か 、 化学肥料の 施用に 代替す る も の で あ る こ

と か ら 、 化学肥料の 施用を 減少さ せ る 効果が 高

く なる 。 こ れ ら の 技術の 導入に よ り 、 通常行わ

れ る 施肥と 比較 して 、 化学肥料の 施用を ３ 割 程

度減少さ せ る こ と が 期 待さ れ る 。 ま た 、 農薬

は 機 械除草技術、 除草用動物利用技術（ ア イ ガ

モ 、 コイ など を 水田に 放し飼い し、 除草を 行な

わ せ る ）、 生物農薬利用技術（ 点滴など を 利用

し、 病害虫を 駆 除す る 技術）、 対抗植物利用技

術（ 土壌の 虫の 成育 を 妨げ る 物質を 分泌す る 植

物を 栽培す る こ と に よ り 、 当該虫を 駆 除す る 技

術）、 被覆栽培技術（ フ イ ル ム など の 被覆資材に

よ り 作物を 病害虫か ら 物理的に 隔 離す る 技術）、

フ ェロ モ ン 財利用技術（ 害虫の メ スが 放出す る

フ ェロ モ ン を 利用し、 オスを トラ ップ で 捕殺し

た り 、 交信を 攪乱す る 技術）、 マ ル チ栽培技術

（ 田畑の 表面を 紙、 フ イ ル ム 等で 被覆し、 雑草

の 発生を 抑制す る 技術） など が 代替技術と して

あ げ ら れ る 。

　 しか し、 代替技術は コスト増加、 労働時間 の

増加など の 問題も あ り 、（ ３ ） に あ る 経営 的な

合理性を 有して い る と い う 点を 必ず しも 満た す

と は い え ない 。

3.3 環 境保全型農業の メ リ ット・

デメ リ ット及 び 慣 行農業と

の 比較

で は 、 環 境保全型農業を 導入す る と ど の よ う

な利点が あ る の か 。 農薬、 化学肥料を 全く 使わ

ない 、 ま た は 使用量を 控え る こ と で 、 そ れ ら が

も た ら して い た 不利益 を 回避す る こ と が で き る 。

ま た 、 た い 肥を 使っ た 土づ く り を 行なえ ば 、 土

壌の 生産性も 回復して く る 。 そ して 、 食品安 全

志向の 高ま り か ら 、 消費者需要の 増加が 期 待で

き る 。 こ の よ う なこ と か ら 、 以 下の ４点が 環 境

保全型農業導入の 利点と して 考え ら れ る 。

　 ＜ 環 境保全型農業導入の メ リ ット＞

1. 土壌劣化の 阻止、 土壌改善

2. 農薬・ 化学肥料に よ る 周囲 の 自然環 境汚

染の 減少

3. 農薬中毒など の 健康障害の 解消

4. 残留農薬に よ る 危 険の 回避→ 消費者の 需

要が 高ま る

　 しか し、 環 境保全型農業を 導入す る と 、 慣 行

農業で 使用して い た 化学肥料、 農薬が 使え なく

なる の で 、 代替技術を 使っ た り 、 人的労働を 増

や した り など 労働時間 や コストが 増加す る 。 ま

た 、 慣 行農業に 比べ て 労働時間 に 対す る 収益 率

が 低下す る 。 そ の 他に も 、 作っ た 作物を 差別化

した く と も 、 供給 側と 需要側と の 間 に 情報の 不

完 全性が 存在す る の で 、 作っ た 作物を ど う 差別

化す れ ば よ い の か 、 と い っ た 流通面で の 問題も

存在す る 。

　 次に デメ リ ットを あ げ る 。

　 ＜ 環 境保全型農業導入の デメ リ ット＞

1. 労働時間 ・ コストの 増加

2. 収益 の 低下

3. 情報の 不完 全性（ い か に 差別化ポ イ ン ト

を 売り 込む か ）

下表（ 表 3.1） は 環 境保全型農業（ 稲 作） 推進農

家の 経営 分析調査結果の 概要（ 農林水産統計部）

で あ る 。 平成９年の 稲 作の 経常収支の 概況に つ

い て 、 グラ フ を 見て い く と 、 環 境保全型農業の

10 ａ 当た り 粗収益 は 15万 4,698 円 で 、 慣 行農

法の 14万 4,430 円 に 比べ て 7.1 ％ 高く なっ て い

る 。 一 方、 10 ａ 当た り 経営 費は 9万 1,073 円

で 、 慣 行農法の 8万 9,548 円 に 比べ て 1.7 ％ 高

く なっ て お り 、 ま た 10 ａ 当た り の 所得は 6万

3,625 円 で 、 慣 行農法の 5万 4,882 円 に 比べ て

15.9 ％ 高く なっ て い る 。 こ の 数値だ け 見る と 、

環 境保全型農業は 多少の コスト増は あ る も の の 、

慣 行農業に 比べ て 所得も 増加す る の で 合理的で

あ る と 言え る 。
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区分 環 境保全型 参考

農業（ 稲 作）（ １） 慣 行農業（ ２ ） （ １） /（ ２ ）

経営 収支 １０ａ 当た り

粗収益 154,698 144,430 107.1

経営 費 91,073 89,548 101.7

所得 63,628 54,882 115.9

分析指標 所得率（ ％ ） 41.1 38.0 3.1

労働一 時間 当た り 所得 1,661 1,759 94.4

生産概況 １０ａ 当た り 所得 457 530 86.2

６ ０ kg当た り 販売価格 20,938 16,258 128.8

１０ａ 当た り 労働時間 （ 時間 ） 38.8 31.2 122.8

表 3.1: 不作付面積、 耕作放棄面積の 推移 　 （ 単位 ： 千 ha）

資料： 農林水産省「 農林業セン サス」

　 しか し、 10 ａ 当た り 労働時間 を 比べ る と 、 環

境保全型農業は 38.3時間 で 、 慣 行農法の 31.2

時間 に 比べ て 22.8 ％ も 多く なっ て い る 。 こ れ を

労働一 時間 当た り 所得で みる と 、 環 境保全型は

1661 円 、 慣 行農業は 1759 円 と 5.6 ％ 減少して

い る 。 人件費も 考慮に 入れ る と 、 環 境保全型農

業は 経営 的な合理性を 有して い る と は 必ず しも

言え ない こ と が 分か る 。

3.4 モ デル に よ る 環 境保全型農

業と 慣 行農業の 把握

環 境保全型農業と 慣 行農業の 違い を 、 労働時

間 、 農業生産に 投入す る 労働力以 外の 財の 二つ

の 要素が 生産量に 与え る 違い と して 捉え て みる 。

図 3.1 の 様に x軸に 要素１で あ る 労働時間 、 y

軸に 要素２ で あ る 生産に 対して 投入す る 財、 z

軸に 生産量を お く 。 生産に 対して 投入す る 財と

は 、 農薬や 化学肥料の こ と で あ る 。

　 ま ず 慣 行農業の 場合は 労働量を x、 生産に 対

して 投入す る 財を y と す る 。 そ う す る と (x, y)

を 通る 等費用曲線が 書け る 。 一 方環 境保全型農

業の 労働力は x′ で 生産に 対して 投入す る 財は

y′ と す る 。 後者が x′、 y′ に なる の は 一 般的に 慣

行農業に 比べ 環 境保全型農業は 、 農薬や 化学肥

料の 使用が 少ない 代わ り に 、 労働力が 多く か か

る か ら で あ る 。 そ して (x′, y′) を 通る 等費用曲

線が 同じ よ う に 書け る 。 費用と 生産量で 考え る

と 、 農業は 慣 行農業に せ よ 環 境保全型農業に せ

よ 規 模に 関 して 収穫 逓減で あ る か ら 、 y = f(労

働力、 農薬や 肥料の 量) の 面を 表せ る 。 生産量

は 慣 行農業の 場合で h と なり 、 環 境保全型農業

の 場合で h′ と なる 。

3.5 費用で 考え た 場合の 比較

条件と して 全て の 時期 で 同じ だ け の 生産量を

達成し続け る と す る 。 図の 3.2 の 様に ｘ 軸は 時

間 、 ｙ 軸は 費用と す る 。 同じ 生産量を 毎期 達成

しつ づ け る に は 、 慣 行農業で は 時間 が 経つ に つ

れ て 土壌が 劣化す る の で 、 ユ ー ザー コストを 含

む 限界費用は 増加す る 。 一 方、 環 境保全型農業

は 、 持続型の 農業なの で 土壌の 劣化は 起 き ない

と 考え ら れ る が 、 毎期 毎期 土地を 休 め る など の

コン スタン トな費用が ＋ α か か る の で 、 環 境保

全型農業の 限界費用曲線の 傾き は 一 定と なる 。

　 同一 量の 慣 行農業と 環 境保全型農業そ れ ぞ れ

に よ る 生産物か ら 得ら れ る 収入が 同じ で あ る と

仮定す る と 、 限界収入－ 限界費用の 面積の 大き

さ の 違い に よ り 慣 行農業の 利益 の 方が 大き い A

と い う 時点よ り 左側で は 、 生産者は 環 境保全型

農業よ り も 慣 行農業を 選択す る だ ろ う 。 そ して 、
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図 3.1: 環 境保全型農業と 慣 行農業の 差異

図 3.2: 費用で 考え た 場合の 環 境保全型農業と 慣 行農業の 差異
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慣 行農業の 利益 よ り も 環 境保全型農業の そ れ の

方が 大き く なる A よ り 右 側で は 、 生産者は 環 境

保全型農業を 選択す る だ ろ う 。

　 現在は A よ り 左側に 位 置す る 時点で あ り 、 少

しの 時間 の 変化で は 慣 行農業の 利益 面で の 優位

は 変わ ら ない 。 しか し A よ り も 右 側に 表せ る

長期 的な時間 で は 、 環 境保全型農業に 優位 性が

あ る 。 つ ま り 短期 的に 考え る と 慣 行農業が よ い

が 、 長期 的に 考え る と 環 境保全型農業の 方を 選

択す べ き で あ る 。

3.6 土壌の 質と 収穫 量で 考え た

場合の 比較

条件と して 費用を 一 定と す る 。 図 3.3 に 示す 。

x軸を 土壌の 質、 y軸を 収穫 量と す る 。 一 定の 費

用に よ り 慣 行農業を 行っ た 場合の 収穫 量は 、 収

穫 可能水準で あ る a で あ る 。 b は 一 定の 費用で

環 境保全型農業を 行っ た 場合の 適切な収穫 水準

で あ る 。 a と b の 水準の 差の 分は 、 農薬や 化学

肥料など に よ っ て 収穫 を 増や した 分で あ る 。 農

薬や 化学肥料の 使用は 土壌の 劣化を 招く の で 、

当期 の 適切な収穫 水準と 収穫 可能水準と の 差の

分に 比例して 、 次期 は 土壌の 質は 劣化して しま

う 。 t と い う 時期 の あ る 土地の 土壌の 質が 、 図

の 中で の x軸の t の 位 置だ と す る 。 そ う す る と

水準の 差は （ １） と なる 。

　 次期 で あ る t + 1 期 に は 土壌の 質は t 期 に 比

べ て 差の 分と 比例した I だ け 劣化す る 。 そ の 後

も 毎期 毎期 収穫 可能水準で 収穫 しつ づ け る と 、

土壌の 劣化が 繰り 返さ れ 、 そ れ に 伴い 収穫 出来

る 量は 減少して い く 。 一 方環 境保全型農業で は

t と い う 時期 の あ る 土地の 土壌の 質が 、 図の 中

で の x軸の t の 位 置だ と す る と 、 適切な収穫 水

準で 生産す る の で 、 収穫 量は h と なる 。 環 境保

全型農業で は 土壌は 劣化しない の で 、 毎期 h の

収穫 量を 維 持す る こ と が 出来る 。

3.7 エコビ レ ッジへ の 環 境保全

型農業導入へ の 二つ の ア プ

ロ ー チ

エコビ レ ッジで は 日本の 農村が 抱え て い る い

く つ か の 問題点と 、 慣 行農業の 環 境負荷問題を

解消す る こ と を 目的と して い る 。 エコビ レ ッジに

参入す る 企 業は 農林水産省が 定め る エコフ ァ ー

マ ー の 基 準に 従っ て い る が 、 ３ ． ４で も 述べ た

よ う に 環 境保全型農業は 経営 的な合理性を 有し

て い ない 。 こ の 点に 関 して 何か しら の 解決が な

さ れ ない と 、 エコビ レ ッジへ の 企 業の 誘致は 難

しく なる 。

　 解決の 方法と して 政策の 適用と 、 エコビ レ ッ

ジで の 環 境保全型農業の 稲 作へ の 限定を 考え る

こ と が で き る 。 ま ず は 政策に つ い て 考察を 展開

して い く こ と に す る 。

3.8 環 境保全型農業の デメ リ ッ

ト解消に 向け た 政策

環 境保全型農業を 実践して も 生産物の 価格 と

投下労力を 考え る と あ ま り メ リ ットが 感 じ ら れ

ない こ と が 、 普及 の 減速要因 と なっ て い る 。 こ

う した こ と か ら 、 地域 の 特性を 生か した 環 境保

全型農業を 推進し、 消費者へ の Ｐ Ｒ を 含 め た 農

産物の 付加価値向上が 必要で あ る 。

　 環 境保全型農業に は デメ リ ットと して 費用の

増大、 収量低下、 情報の 不完 全性など が 挙げ ら

れ 。 こ れ ら の 問題は 長期 的に は 解決さ れ る か も

しれ ない が 、 環 境保全型農業の 普及 に 向け て は

障壁に なる こ と で あ る 。 現在農林水産省は 環 境

保全型農業を 推進して お り 、 そ の た め に ガイ ド

ラ イ ン 等を 発行して い る 。 又、 助成も 行っ て い

る 。 環 境保全型農業を 行う に あ た り 施設、 機 材

を 購入す る 際に 、 無利子で 資金を 貸し付け る こ

と や 、 環 境保全型農業を 行っ て い る 農家の 税制

を 優遇す る など して い る 。

　 そ して 、 滋賀県の みだ が 環 境保全型農業を 行

う こ と に よ り 費用の 負担が 増え 、 逆 に 収量が 減っ

12



図 3.3: 土壌の 質と 収穫 量で 考え た 場合の 環 境保全型農業と 慣 行農業の 比較

た 分を 直接支払い で 補填す る 制度も 導入が 予定

さ れ て い る 。 こ の 直接支払い と は 、 今の 慣 行農

業に よ る 収量や 生産コストなど の デー タを と っ

て 、 減収分に 一 定額 ま で の 支払い を す る と い う

も の で あ る 。 課題と して は や は り 財源の 確 保な

ど が あ る 。

　 そ の 他に 環 境保全型農業を 促進す る 政策と し

て 、 補助金や 化学肥料や 農薬へ の 課税が 考え ら

れ る 。 次で は そ れ ら に つ い て 分析を 行う 。

3.9 政策分析

簡 単な汚染モ デル で 農業に 対す る 政策を 分析

す る 。 こ の モ デル で は 農産物の 生産活動と 比例

的な汚染量が 生み出さ れ る と 想定す る 。 又、 図

3-5 の よ う に A よ り 低い 活動水準なら ば 、 出さ

れ た 汚染物は あ る 一 定の 時間 の 後に 環 境に よ っ

て 浄化さ れ 、 外部性は 一 時的なも の で あ る と す

る 。

　 図 3.4 の 様に 、 競争市場で は 生産者は 限界収

入と 限界費用と が 均衡す る 生産量で 生産を 決定

す る 。 限界費用か ら 限界収入を 引 い た も の が 限

界利益 で あ る 。 慣 行農業の 限界収入よ り も 環 境

保全型農業の 限界収入が 上方に 位 置す る の は 、

環 境保全型農業の 方が 高付加価値を 備え て い る

か ら で あ る 。 農林水産統計に 記 載さ れ て い る 環

境保全型農業に 取り 組ん で い る 稲 作農家の 経営

に お け る 栽培形態別経営 収支に よ る と 60kg当

た り の 販売価格 は 慣 行農業が 16,258 円 で あ り 、

環 境保全型農業が 20,938 円 と なっ て い る 。 一

方環 境保全型農業の 限界費用の 傾き が 慣 行農業

の そ れ よ り も 大き い の は 、 一 般的に 環 境保全型

の 方が 諸々 の 費用が 余計に か か り 高く なる こ と

に 基 づ い て い る 。 同上の 統計に よ る と 、 10a当

た り の 経営 費は 慣 行農業が 89,548 円 なの に 対

して 慣 行保全型農業は 平均して 91,073 円 と なっ

て い る 。

　 慣 行農業で は 生産量が 増加す る ご と に 農薬や

化学肥料の 汚染量は 増加す る 。 生産量が A 以 下

の 場合は 、 汚染物は 環 境に よ っ て 浄化さ れ る 。

しか し A 以 上の 生産量の 場合は 外部性が 発生

す る 。 最初の 一 単位 よ り も 次の 一 単位 の 方が 外

部性は 大き く なる の で 、 右 上が り の 曲線で あ る

限界外部費用曲線が 導け る 。

　 求 め た 限界外部費用曲線は 、 慣 行農業を 行

う こ と に よ っ て 発生す る も の だ か ら 、 図 3.6 の

様に 、 慣 行農業の 限界費用曲線に 垂直方向に 足
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図 3.4: 限界利益 の 導出
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図 3.5: 浄化能力と 限界外部費用
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図 3.6: 外部不経済

して 、 慣 行農業の 社会的限界費用曲線が 導く こ

と が 出来る 。 今ま で 慣 行農業の 限界費用曲線と

表して い た も の は 私的限界費用曲線と なる 。

　 直接支払い の 制度を 導入した 場合ど の よ う な

変化が あ る か 分析す る 。 直接支払い は 、 環 境保全

型農業を 行う こ と に よ っ て 慣 行農業を 行う の に

対して 増え て しま っ た 費用分を 補填す る も の で

あ る 。 つ ま り 、 行政が 生産者ご と に 確 実なデー

タに 基 づ き 補填を 行う と す れ ば 、 図 3.7 の 様に 、

環 境保全型農業の 私的限界費用曲線は 下に シフ

トし、 生産量は ａ と なる 。 こ の 時の シフ ト量は

農家に よ り 異 なり 、 慣 行農業の 限界収入引 く 慣

行農業の 私的費用で 表さ れ る 、 慣 行農業の 限界

収益 曲線以 下の 面積と 、 同じ く 求 め ら れ る 環 境

保全型農業の 限界収益 曲線以 下の 面積と が 等し

く なる よ う に 定め る 必要が あ る 。

　 続い て 化学肥料や 農薬に 課税した 場合を 考え

て みる 。 外部性の 発生す る 慣 行農業は 、 生産量

が 社会的に 望ま しい 生産量で 生産が なさ れ ない 。

社会的に 最適な生産量は 、 慣 行農業の 社会的限

界費用曲線と 慣 行農業の 限界収入曲線と が 交わ

る 点で の 生産量で あ る 。 化学肥料や 農薬の 販売

価格 に 対して １単位 ご と に 一 定の 課税を した と

考え 、 図 3.8 の 様に 、 そ の 最適な点を 達成す る よ

う に 課税を す る と 、 慣 行農業の 私的限界費用に

税金分足さ れ た 課税後の 限界費用曲線を 導く こ

と が 出来る 。 そ う す る と 限界収入曲線と 課税後

の 限界費用曲線が 均衡す る ｂ が 生産量と なる 。

　 農薬や 化学肥料を 持続可能な量の 使用に ま で

抑え た 農業は そ の 限界費用は 、 慣 行農業の 限界

費用よ り も 高く なる が 、 使用を 若干 量の みしか

減ら して い ない 農業の 限界費用は 慣 行農業の そ

れ と ほ と ん ど 差が なく なっ て しま う 。

　 又、 農薬や 化学肥料の 使用を 若干 量の みし

か 減ら して い ない 農業は 持続的で は なく 、 外部

費用が 発生して い る 可能性が 高い 。

環 境保全型農業を 称しなが ら も 実際は そ う で な

い 場合を モ デル で 考え る 。 図 3.9 を 見て い た だ

き た い 。 慣 行農業の 私的限界費用曲線は 今ま で

と 同じ で あ る 。 環 境保全型農業の 私的限界費用

曲線は 若干 の 増コストが あ る の で 、 慣 行農業の

私的限界費用曲線の 傾き よ り も 若干 大き い 程度

で あ る 。 又、 環 境保全型農業を 称しなが ら も 実

際は そ う で ない の で 、 社会的限界費用曲線が 環

境保全型農業に も 存在す る 。 こ の 時、 私的均衡

点で は 外部不経済が 発生す る の で 、 環 境保全型

農業の 外部費用は 私的均衡点ａ よ り も 少ない 生

産量（ 左側） で 発生す る 。

　 こ の 場合の 環 境保全型農業の 私的均衡は ａ で

あ る が 、 社会的に 望ま しい 均衡点は a*で あ る 。
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図 3.7: 直接支払い
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図 3.8: 課税

図 3.9: 補助金で の マ イ ナス効果の 可能性
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しか し、 環 境保全型農業を 称しなが ら も 実際は

そ う で ない 農業に 補助金を 与え て しま っ た 場合、

補助後の 環 境保全型農業の 限界費用曲線は 慣 行

農業の 私的限界費用よ り も 下方に 位 置して しま

う 可能性が あ る 。 そ の 場合の 均衡点は a’ で あ

る 。 社会的に 望ま しい 点と よ り 離れ て しま い 、

マ イ ナスの 効果を 生ん で しま う 。

　 以 上の こ と を ま と め る と 、 ま ず 農薬や 化学肥

料に 課税す る 政策は 、 生産量を 低め る こ と に つ

なが る 。 環 境へ の 負荷は 減少し、 環 境保全型農

業へ の 移 行の イ ン セン ティ ブ と なり 得る が 、 日

本の 農業の 規 模を 現在よ り も さ ら に 小さ く しか

ね ない こ と で あ る 。

　 又、 現在既 に 低い 水準に あ る 食料自給 率も さ

ら に 低下さ せ か ね ない 。 一 方補助金は 、 生産量

を 減ら す こ と なく 、 生産者に 高付加価値を 生む

環 境保全型農業へ の 移 行の イ ン セン ティ ブ と な

る 。 しか し、 既 に 述べ た が 一 定額 の 補助金は マ

イ ナスの 効果を 生む 可能性も 含 ん で い る 。 補助

金の 持つ マ イ ナス効果の 危 険性が ない 直接支払

い が も っ と も 採用さ れ る べ き で あ る 。

3.10 農産物限定

前説で 検証した よ う に 、 環 境保全型農業を 行

う に は 様々 なデメ リ ットが あ り 、 ま た そ れ ら デ

メ リ ットは 一 企 業の 努力だ け で は なか なか 解決

で き る も の で は なく 、 様々 な制度を 利用しなけ

れ ば なら ない 。 しか し、 政府や 地方自治体か ら

の 直接支払金に 頼り なが ら 環 境保全型農業を 行

わ ない 限り 企 業と して 収益 が 上が り に く い 状況

で は 、 企 業側と して は あ ま り 参入した く は ない

市場と なっ て しま う 。 そ の 結果、 エコビ レ ッジ

側に と っ て 企 業の 選択肢も 少なく なっ て しま う 。

　 こ こ で 私達が 考え た の が 生産物の 限定で あ る 。

前節で 述べ ら れ て い る 環 境保全型農業は 全て の

農産物の 平均と して 考え て い る 。 こ の 全て の 農

産物と は 大き く 分け て 野菜類と 米類に 分け ら れ

る 。 そ の 中で 、 野菜類は 現在の 野菜取引 の 現状

か ら す る と 見た 目の 点で 不利で あ る 。 今現在の

野菜市場で は そ の 農産物ら しい 形を して い て 、

か つ 見た 目が 揃っ て い る も の が 高値で 取引 さ れ

や す く 、 無農薬条件下で 栽培した 農産物の 場合、

確 か に 味は 良い の だ が 形が 揃わ ず 、 見た 目が 悪

い の で 有機 栽培食品専門店の よ う な所以 外で は

一 般的に あ ま り 売っ て も ら え ない の が 現状で あ

る 。 しか し米類の 場合、 形に よ る 差別化は 図り

づ ら く 、 味と ブ ラ ン ドが そ の 価格 の 大半を 占め

て い る と 言え る の で 、 野菜類に 比べ て 値崩れ し

に く く なっ て い る と 思わ れ る 。 こ の 事に つ い て

は 以 下で 詳しく 検証す る 。

　 ま ず 次ペ ー ジの 表 3.2 を 見て ほ しい 。

　 こ の 表は 第三章の 前半で 提示した 表と 同様に

農林水産省の 農業セン サスか ら 作成した も の で

あ る 。

　 こ こ で 、 こ の 表を 分析す る た め に 企 業の 利潤

を 単純化した 関 数で 表す 。 企 業の 利潤を π、 農

産物の 価格 を p、 農業の 生産関 数を f(k, l)、 単

位 時間 あ た り の 労働賃金を w、 労働量を l、 単

位 量あ た り の 肥料も しく は 農薬の 価格 を r、 肥

料も しく は 農薬の 投入量を k と す る と 、

π = pf(k, l) − wl − rk

で あ る 。

　 さ ら に 、 上の 表の 数値を 各変数に 対応さ せ て

考え て みる 。 なお 、 無農薬・ 無化学肥料栽培の

数値を a 環 境保全型農業の 数値を b 慣 行農業の

数値を c と す る と

• p（ 価格 ）

a > b > c

• f(k, l)（ 生産量）

a < b < c

• wl （ 労働コスト）

a > b > c

• rk（ 農薬、 肥料の コスト）

a > b > c

と なっ て い る 。

　 こ れ ら の 情報か ら 、 コストが 総じ て 慣 行農業

の ほ う が 少なく 、 ま た 価格 は そ の 逆 と なっ て い

る 。 そ こ で 最終的な利潤を 比較 して みる と 、

πa > πb > πc
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環 境保全型（ 平均） 無農薬無化学肥料栽培 慣 行農法

経常収支の 総括 （ １０ａ 当た り ）

粗収益 154698 191419 144430

経営 費 91073 98046 89548

肥料費 8284 7729 7761

化学肥料 3050

　 　 化学肥料以 外の 肥料 5234 7729 　

農薬薬剤費 3807 　 7129

農薬の 節減に 伴い 増減した 人件費 4324 15659 　

そ の 他の 経営 費 74658 74658 74658

所得 63625 93373 54882

経常収支の 総括 （ １０ａ 当た り ）

10a当た り 収量 457 430 530

60kg当た り 販売価格 20938 28031 16258

10a当た り 労働時間 38.3 46.9 31.2

表 3.2: 各農法の 経営 状態の 比較

と なっ て い る 。

　 以 上の 事か ら 、 こ れ ら の 結論が 導け る 。 環 境

保全型農業で 栽培した 米は 確 か に 労働量が 増え 、

生産量が 減る 事か ら コストが 増大す る 。 しか し

慣 行農業米農産物よ り も 最終的な利潤は 多く 得

る 事に 成功して い る 。 こ の 現象は 上の 分析か ら

も 読み取れ る よ う に 、 環 境保全型米農産物の 価

格 が 慣 行農業の そ れ に 対して 大き く 高く 設定さ

れ 、 ま た そ の 価格 で 消費者が 購入して い る 事に

よ る も の で あ る 。 こ の こ と か ら 、 第３ 章で 述べ

た 問題の 一 つ で あ る 生産者、 消費者間 の 「 情報

の 不完 全性」 が あ る 程度ま で 解消さ れ つ つ あ る

現状を 示唆して い る 。 ま た 、 確 か に コスト高の

デメ リ ットは 抱え た ま ま で は あ る が 、 こ の 程度

ま で 「 情報の 不完 全性」 が 解消さ れ て い れ ば 、

あ ま り 問題で は ない と い う 事が 分か る 。

　 よ っ て 農産物を 米に 限定す る 事に よ り 収益 は

あ げ や す く なり 、 そ れ に よ っ て エコビ レ ッジに

企 業を 誘致す る 際に 企 業側に 参入の よ り 強い イ

ン セン ティ ブ を 与え る 事が 可能に なる 。

　 以 上の 結果か ら 、 私達の 考え る エコビ レ ッジ

で は 主な農産物を 米に 限定す る 。
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第4章 経営 形態～ 法人化～

4.1 農業法人の 定義

ま ず は じ め に 、「 法人」 と は 、 出資者が 複数

で あ り 、 法人す なわ ち 、 自然人以 外の も の で 法

律上権利義 務の 主体と さ れ て い る も の が 営 む 会

社企 業 (い わ ゆ る 会社) の こ と を い う 。 法形式

上は 、 個人企 業、 合名会社、 合資会社、 株式会

社、 有限会社、 相互会社の 形態が 存在す る が 、

厳密に 法律に よ り 規 定さ れ た 企 業形態に は 個人

企 業 (出資者は １人) は 入ら ない 。 一 般的に 法

人は 個人企 業よ り も 優れ た 経営 形態で あ る 。 な

ぜ なら 、 法人は 情報力、 有限責任に よ る 資本調

達、 人材、 市場へ の ア クセス・ ノ ウ ハ ウ など の

面に お い て 個人企 業よ り も 強みを 持つ か ら で あ

る 。

　 農業法人と は 、「 法人形態」 に よ っ て 農業を

営 む 法人の 総称で あ る 。 こ こ で は 農業に あ わ せ

て 農作業の 請負や 農産加工など の 農業に 付随す

る 事業を 行う 法人も 含 ま れ る 。 こ の 農業法人に

は 、「 農事組合法人」 と 「 会社法人」 の ２ つ の

タイ プ が あ り 、 農業法人は 、 農地の 権利取得の

有無に よ っ て 、「 農業生産法人」 と 「 一 般農業

法人」 と に 大別さ れ る 。 従来、 農業生産法人は

“ 農業経営 を 行う た め に 農地を 取得で き る 法人”

で あ り 、 有限会社、 農事組合法人 (農業経営 を

営 む 、 い わ ゆ る ２ 号法人)、 合名会社、 合資会社

の ４形態で 、 事業や 構成員 、 役員 に つ い て も 一

定の 要件が あ っ た (た だ し、 農地を 利用しない

農業の 場合は 農業生産法人の 用件を 満た す 必要

は ない 。 ) (図 4.1参照、 後に 説明す る が 、 農地

法改正後の 農業法人の 構図で あ り 、 株式会社が

認可さ れ て い る )

4.2 世界と 日本の 法人化の 動き

法人経営 は 家族経営 など 他の 組織形態と 比較

して 、 所有と 経営 の 分離に よ る 社会的信用力の

向上や そ れ に 伴う 資金調の 円 滑化、 資産管 理、

税金対策など の 点で 大き なメ リ ットが あ る 。 そ

れ で は 、 日本以 上に 農業の 法人化が 進ん で い る

欧米の 農業法人を 見て い く こ と に す る 。

　 欧米に お け る 農業の 法人経営 は 国に よ っ て さ

ま ざ ま なタイ プ の 形態が あ る が 、「 世界農業セ

ン サス」 に よ る と 1987年時点で イ ギリ ス 7 ％ 、

フ ラ ン ス 6 ％ 、 オラ ン ダ 2 ％ 、 ア メ リ カ 3.1 ％ 、

カナダ 5 ％ の 比率を 占め て い る 。 欧米で 最も 農

業法人率が 高い フ ラ ン スは 1992年に は 10 ％ の

比率に ま で 達した 。 青年農業者の 新規 参入は 半

分が 法人経営 で あ る 。 ア メ リ カに お い て も 法人

経営 の 耕地面積は 全体の 12.4 ％ を 、 法人経営 の

販売額 で は 25.6 ％ を も 占め て い る 。 ア メ リ カで

は 州に よ っ て は 法人の 農業へ の 参入が 禁止さ れ

て い る が (1996年時点で １２ の 州で 禁止)、 連

邦法人税が 個人所得税よ り も 安 く 引 き 下げ ら れ

た と き は 法人化が 進み、 個人所得税率が 引 き 下

げ ら れ た と き は 法人化は あ ま り 進ま なか っ た 。

　 日本の コメ の 生産費に 関 す る 農林水産省の 分

析に よ る と 、 法人化の 大規 模経営 に よ る 限界生

産費は １０～ １５ ha層ま で は 逓減す る こ と が

わ か っ て い る 。 そ れ 以 上に なる と 生産費は 増加

す る が (こ れ は ア メ リ カの ２ 倍と 言わ れ る 農機

具 代や 農協に よ る 独占販売の 肥料、 建物償却 費

が 増加して い る た め )、 上述した 節税メ リ ット

や 保険や 年金、 医 療費の 支払い 控除など 、 家族

的経営 に 比べ て 弾力的な経営 が で き る こ と は 明

ら か で あ る 。 法人化は 短期 的、 長期 的に も 利潤

最大化を 図れ る の で あ る 。

　 フ ラ ン スも ア メ リ カも 家族経営 が 基 本で あ る

の は 日本と 同じ で あ る の に 対し、 日本で は 法人
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図 4.1: 農業法人の 構図

図 4.2: 農業生産法人の 推移
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化が 進ま なか っ た 。 そ れ は 旧 食官 法や 農協に 板

ば さ みに さ れ 、 経営 効率の イ ン セン ティ ブ を 持

て なか っ た こ と が 大き な原因 で あ っ た 。

4.3 構造改革 特区の 導入

私た ち が 考え る エコビ レ ッジの 法人化に お い

て 、 現行法の ま ま で は さ ま ざ ま な法的障害が あ

り 、 思う よ う な経営 を 行う こ と が で き ない 。 そ

こ で 構造改革 特区を 利用す る こ と と す る 。 構造

改革 特区と は

1. 全国一 律の 規 制に つ い て 、 地域 の 特性等

に 応じ て 特例的な規 制を 適用す る こ と

2. 一 定の 規 制を 思考的に 特定地域 に 限っ て

緩 和す る こ と

3. 産業集積等地域 の 活性化の た め に こ れ ら

の 規 制改革 に 加え て そ れ ぞ れ の 地域 に 応

じ た 様々 な支援 措置を 行う こ と

の ３ 点で あ る 。 こ の 内私た ち の エコビ レ ッジで

の 特区を 利用す る 場合 1. が 有効で あ る 。 1. の

特区利用例と して は 以 下の よ う なも の が あ る 。

『 農地貸し付け 方式に よ る 株式会社など の 農業

経営 へ の 参入の 容認』

通常、 農業経営 を 行う た め に 農地を 買っ た り 、

借り た り す る こ と が で き る 法人は 農業者を 主な

構成メ ン バ ー と し、 主な事業が 農業で あ る など

の 一 定の 要件を 満た す 法人（ 農業生産法人） に

限ら れ て い る が 、 特区利用に よ り 、 こ れ ら の 要

件に 関 わ り なく 、 株式会社、 NPOなど 様々 な

形態の 法人が 、 地方公共団体、 ま た は 農地保有

合理化法人か ら 農地を 借り て 農業経営 が 行え る

よ う に なる と い う こ と で あ る 。（ 構造改革 特区

を 事業チャ ン スに 生か す 方法： 中見利男 著よ り

引 用）

　 こ れ ら の 特区を 利用す る こ と に よ り エコビ

レ ッジ経営 に お い て 農業の みに 限ら ない 大規 模

な経営 を 行う こ と が で き る よ う に なり 、 後に 詳

しく 述べ る 雇用環 境改善に よ る 就業人口の 減少

抑制効果や そ れ に よ る 過疎化・ 高齢化の 解消が

期 待で き る 。

4.4 法人化に よ る 問題解決

法人化を 進め る こ と に よ っ て 、 農村の さ ま ざ

ま な問題を 解決す る こ と が で き る 。

（ １） 就業人口減少、 過疎化・ 高齢化の 解消

　 法人化す る こ と に よ っ て 雇用条件が よ く なる 。

具 体的に い う と 、 医 療や 年金など 雇用保険等の

適用に よ っ て 福利条件が 改善さ れ 、 ま た 労働時

間 など の 就業規 則の 整備、 退職引 当金や 給 与制

の 導入に よ る 就業条件の 明確 化が なさ れ る か ら

で あ る 。 現在の 国内の 農業生産法人に お い て 、

い ず れ の 企 業も 地元の 周辺企 業あ る い は 地方の

周辺企 業あ る い は 地方公務員 並みか そ れ 以 上の

就業条件を 備え て い る 。 そ の 結果、 特に 大卒者

など 若年労働者を 農業に 引 き つ け る 効果を 発揮

して い る 。

（ ２ ） 環 境保全の 効果

　 エコビ レ ッジに お い て 環 境保全型農業を 大規

模に 行う こ と に よ り 以 下の よ う なメ リ ットが 発

生す る 。 そ の 主なも の は 「 他の 田畑の 農薬散布

の 影 響を 受け に く く なる 。」 と い う こ と で あ る 。

　 通常慣 行農業を 行っ て い る 農家で は 図 4-3 の

よ う な防護服を 着て 、 猛毒の 農薬を 散布す る 。

農薬散布は 噴霧器 を 利用し、 空中に 大量に 農薬

を 散布す る 形を と る の が 一 般的なの で あ る が 、

こ の 方法で は 目標と して い る 田畑以 外の 地帯に

ま で 農薬が 撒か れ て しま う 。 農薬を 散布す る 際

に は 近隣の 住宅は 窓を 締め 切ら なけ れ ば なら な

い よ う な状態で 、 実際に 散布中に 外出す る と は

る か 遠く で 散布して い る に も か か わ ら ず 強い に

お い が 充満して い る よ う な状態だ 。 そ して こ の

こ と は 何よ り 一 般的な環 境保全型農家に と っ て

は 脅威 で あ る 。 なぜ なら ば 慣 行農業を 行っ て い

る 水田と 同じ 地域 で 環 境保全型農業を 行っ て い

る と 、 上に 述べ た よ う に 散布さ れ た 農薬の 影 響

を 受け る こ と に なる の で 、 い く ら 無化学肥料・

無農薬で 生産して い て も 全く 意 味の ない も の と

なっ て しま う 。 こ こ で エコビ レ ッジで 定義 して

い る よ う な法人に よ る 大型農業生産を 行え ば こ

の 懸念要素は ほ ぼ 取り 除か れ る こ と と なる 。
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図 4.3: 宮 城県農薬危 害防止運 動 website よ り

引 用

4.5 法人の エコビ レ ッジ参入に

よ る 問題解決

こ こ で は 環 境保全型農業で 生産さ れ た 農産物

を 、 生産者で あ る 農家か ら ど の よ う な流通経路

を た ど っ て 最終的に 消費者に 提供す れ ば 理想的

で あ る の か を 考え て い く 。 農産物の 流通経路は

非常に 複雑で 、 特に 日本の 場合は 不透明な部分

が 多く 存在す る 。 そ こ で 農産物の 流通経路の 中

で も 政府が 1995年に 施行した 新食糧法が 制定

さ れ る ま で 流通を 統制して い た た め に 明ら か に

なっ て い る 米の 流通経路を 見て い く 。

　 米の 流通経路を 知る た め に は ま ず ど の よ う な

種類の 米が 世の 中に 出回っ て い る の か を 知ら な

く て は なら ない 。 現在日本で 流通して い る 米の

種類は 以 下の 3 つ で あ る 。

• 政府米

• 自主流通米

• 計画外流通米

　 こ の 三つ の 流通米を 説明す る に 当た り 、 米流

通の 背景を 以 下の 三つ の 時代に 分け て 説明して

い く 。

1. 戦後間 も ない 1950年以 降

2. 規 制緩 和が 進ん で い く 1970年以 降

3. 新食糧法が 制定さ れ た 1995年以 降

1. 1950年以 降

　 1950年、 敗戦直後の 日本は 、 全体と して 米

や 食料が 極端に 不足して い て い た た め 、 政府が

全面的に 米の 流通を 管 理し、 自由な流通は 一 切

認め ら れ て い なか っ た 。 こ の 政府が 価格 も 流通

も 完 全管 理して い た 米を 政府米と よ ん で い た 。

しか し、 1960年代の 高度成長期 以 降、 日本経済

は 急 速に 発展して い く と と も に 米価も 上昇して

い き 、 従来の 抑圧 的な政策か ら 農民保護の 性格

が 明確 に なっ て い く 。

2. 1970年以 降

　 1970年代に 入る と 新た な局面を 迎え る 。 ま ず

は 、 米の 需要が 落ち 込む 一 方、 生産量は 一 定で

あ っ た た め 、 過剰供給 と なっ て しま う 。 こ の 解

決策と して 政府は 供給 数量直接抑制を 決定し、

生産調整を さ せ よ う と した 。 米価は 高め に 設定

した ま ま で 、 過剰分の 米を 作っ て い た 土地で 野

菜など を 作ら せ 、 作れ ば 奨励金を 出す と い う も

の で あ る 。 生産調整を しない 農家に 対して は 、

政府が そ の 分だ け 翌年度の 買い 入れ 量を 減ら す

と と も に 、 転作目標面積が 未達成の 市町村に 対

して は 農業関 係補助金の 交付を ストップ す る と

い う 政策的デメ リ ットを 与え る 。

　 しか し、 個別農家が 生産調整を す る よ り 、 過

剰に 作っ た 優良米を 自由米と して 売っ た 方が 利

益 が あ っ た の で 、 政府が 管 理して い ない 米が 出

回る よ う に なっ た 。 こ の 自由米が 後の 計画外流

通米で あ る 。 次に 、 自主流通米誕生、 流通改善

に よ る 流通ル ー トの 自由化を 見て い く 。

　 自主流通米の 対象と なる の は 銘柄米、 お い し

い 米と い う こ と に なる 。 今ま で の 、 生産者が 作っ

た 米を 全て 政府が 買い 取っ て い た の と 異 なり 、

政府を 除い て 流通さ せ 、 価格 ・ 数量に つ い て は
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自主流通協議 会に お い て 、 集荷業者の 代表で あ

る 全農、 全集連と 卸売業者の 代表が 交渉して 決

定す る 。 自主流通米に 対し、 政府は 流通奨励金

を 出して 流通の 拡大を 図っ た 。 現在で は こ の 自

主流通米は 政府米と 自主流通米を 足した 政府管

理米総流通量の 7、 8 割 を 占め る ま で に なっ て

い る 。 こ れ ほ ど 拡大した 要因 は 、 ま ず は 消費者

の 良質米志向が 強ま っ た こ と 、 も う 一 つ が 、 政

府を 通して 流通さ せ る よ り も 自主流通米と して

流通さ せ た ほ う が 生産者価格 が 高く なる こ と で

あ る 。 政府は 規 制緩 和の た め に 小売の 新規 参入

を 自由に し、 営 業区域 を 拡大して い っ た 。

　 と こ ろ で 、 自主流通米の も と も と の 趣旨は 価

格 と 数量を あ る 程度自由に して 需給 関 係を 反映

さ せ る こ と に あ っ た 。 しか し実際に は 農協が 集

荷率を 上げ よ う と 躍起 に なっ て 米を 高く 買い 入

れ て い た た め 、 集荷に つ い て は 95 ％ 独占と い

う 供給 独占傾向が 強く 、 価格 が 吊り 上げ ら れ が

ち に なっ て しま っ て い た 。 よ っ て 、 自主流通米

価格 形成機 構が 設け ら れ 、 入札方式に よ っ て 価

格 が 決定さ れ る こ と と なっ た 。 小売段階で は 自

由化と なっ た が 、 依 然集荷段階で は 農協の 独占

の よ り 、 規 制緩 和は 進ん で い なか っ た 。

3. 1995年以 降

　 1995年の 新食糧法施行に よ り 一 気 に 規 制緩

和は 進む こ と に なる 。 1993年の 大冷害に よ る 米

不足、 そ して 米の 緊急 輸入、 ガット・ ウ ル グア

イ ラ ウ ン ド交渉妥協など に よ り 、 米輸入の 受け

入れ が 決定し、 こ の 輸入米を 前提と す る 米流通

制度を 再構築す る 必要が 生じ 、 1995年の 新食糧

法施行に い た っ た 。 新食糧法の 目的は 、 競争原

理の 導入で 米の 需給 、 価格 の 安 定を 図ろ う と い

う も の で あ る 。 こ の 新食糧法で 変わ っ た こ と が

い く つ か あ る 。

　 一 つ 目は 、 政府の 米無制限買い 入れ 制度に 上

限を 作り 、 備蓄の 目標数量を 150万トン と した

こ と で あ る 。 こ の 新食糧法下の 政府米価格 は 、

競争原理の 導入で 下が っ て い る 自主流通米価格

を 反映 して 決定さ れ る た め 、 政府米価格 も 下が

ら ざ る を 得なく なっ て い る 。 こ の よ う に 、 食管

法下で は 最低価格 支持と して の 機 能を 果た して

い た の だ が 、 新食糧法下で は 自主流通米価格 を

反映 して 決定す る の で 、 価格 は 変動す る こ と に

なり 、 最低価格 支持と して の 機 能が 消滅した こ

と に なる 。

　 二つ 目は 、 政府米は 一 定量備蓄し、 一 年して

ま た そ の 年の 備蓄を 受け 入れ る た め に そ の 前の

年ま で 備蓄して い た 米を 古米と して 売ら なけ れ

ば なら ない 。 ま た 、 政府米と して 売ら れ る 米は 、

自主流通米と して 売れ ない ま ず い 米なの で 、 販

売す る 際売れ ない と い う こ と も あ り 、 必然的に

価格 を 下げ 、 投売り 状態に して しま う 。 そ の た

め 、 自主流通米価格 に 影 響を 及 ぼ し、 競争激化

と と も に 自主流通価格 が 下が る 要因 と なっ て い

る 。

　 三つ 目は 、 食管 法下で は 認め ら れ て い なか っ

た 自由米が 計画外流通米と して 認め ら れ た こ と

で あ る 。 こ れ に よ り 、 食糧事務所へ 届け 出さ え す

れ ば ど の よ う に 流通さ せ て 販売して も よ く なっ

た 。 こ の 計画外流通米は 順調に 流通量を 増や し

て い て 、 も と も と 優良米が 計画外流通米と して

流通して い た の だ が 、 優良米の 自主流通米は 価

格 が 硬直的で 卸売り 業者、 小売業者など に 取引

さ れ に く い の に 対し、 計画外流通米は 需給 に 応

じ て 価格 が 調整さ れ る か ら 消費者、 卸売業者、

小売業者など と 取引 さ れ や す く なる の で あ る 。

　 そ こ で 、 こ れ か ら 現在の 流通経路を 以 下の 図

で 整理す る 。 流通経路は 流通米の 種類に よ っ て

異 なる た め 、 三種類存在す る こ と に なる 。
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・ 政府米の 場合

・ 自主流通米の 場合

　 注： 集荷段階で あ る 農協組織の 部分は 他の 集荷業者も あ る が 、 95 ％ の シェア を 持っ て い る た め 、

農協組織と した 。

・ 計画外流通米の 場合

　 生産者は ど こ に 売っ て も 良い 。 生産者か ら 消費者、 卸売り 業者、 農協など など 。
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4.6 各流通経路の メ リ ット、 デ

メ リ ット

1.政府米流通の 利点、 欠点

　 政府米の 利点は 、 生産調整を す れ ば 自主流通

米助成金と して 、 60 ｋ ｇ 当た り 最大 1140 円 与

え ら れ る こ と で あ る 。 品質が 悪 く 売れ ない 様な

米で も 生産調整を す れ ば 政府米備蓄と して 一 部

買い 入れ さ れ る 。

　 政府米の 欠点は 、 生産調整を しなけ れ ば なら

ない た め 、 転作しなけ れ ば なら ない こ と だ （ 例

え ば 野菜価格 は 米に 比べ て は る か に 安 い ）。 以

上に よ り 、 後で も 述べ る が 、 自主流通米、 計画

外米と して 売ろ う と す る と 、 市場原理が 取り 入

れ て あ る た め 、 も と も と 米は 市場に 過剰流通し

て い た の も あ り 、 そ の 中で も 品質の 良い 優良銘

柄米が よ く 売れ て い く た め 、 知名度の 低い 品質

の 低い 米を 売る の は 困難で あ り 、 政府米と して

売る の に は 最適で あ る 。

2.自主流通米の 利点、 欠点

　 自主流通米の 利点と して は 、 農協が 集荷を 独

占した い が た め に 高め に 米を 買い 入れ る こ と だ 。

ま た 、 農協を 利用す れ ば 、 例え ば 山形県の 農協

の 場合だ と 、 共同乾 燥施設の 設置に よ る 集荷量

の 確 保と 品質の 均一 化、 精米施設の 建設に よ る

単協段階で の 産地精米、 単協独自販売、 生協・

スー パ ー と の 結び つ き 強化など 、 サー ビ スや 農

協の 利点を 享受で き る 。 さ ら に 農協を う ま く 利

用す れ ば よ り 販売先を 拡大で き る チャ ン スが 生

ま れ る 。 そ して 農協ブ ラ ン ドが つ き 、 信用力が

つ く 。 欠点は 、 優良銘柄以 外の 米は 競争原理の

導入に よ り 平均価格 が 下落傾向に あ る こ と だ 。

　 以 上に よ り 、 品質の 良い 優良銘柄、 味の う ま

い ブ ラ ン ド米は 他の 自主流通米の 価格 と 差別化

で き る た め 、 高い 買入価格 を 維 持で き る 。 ま た 、

農協と 連携す れ ば 知名度の 低い 優良米も 売り 上

げ を 伸ば す こ と が で き る 。 以 上の 理由に よ り 、

知名度の 低い 品質の 高い 米に は 向い て い る と 考

え ら れ る 。

3.計画外流通米の 利点、 欠点

　 計画外流通米の 利点と して は 、 何の 規 制も な

く 、 生産者は 自由に ど こ に で も 販売す る こ と が

で き る 点で あ る 。 高く 買い 入れ て く れ る 業者と

自由に 取引 が で き る の で あ る 。

　 欠点は 、 も と も と 優良米が 計画外流通米と し

て 流通しだ した の で 、 有名で ない 米は 売れ ない

可能性も あ る 点だ 。 農協を 通せ ば あ る 程度の 信

用力、 ブ ラ ン ドが つ く の だ が 、 も し自信の ない

米を 売ろ う と して も ブ ラ ン ド、 信用力が ない た

め 、 一 切売れ ない 可能性も あ る 販売経路で あ る

と い え る 。

4.7 エコビ レ ッジで 生産さ れ た

米の 流通経路の 提案

　 以 上の 米流通説明を 踏ま え て 、 参入企 業の

さ ら なる 利益 の 追求 の た め に 、 エコビ レ ッジで

作ら れ た 米を ど の よ う に 流通さ せ て い く か を 提

案 す る 。 流通経路を 提案 す る に 当た り 、 エコビ

レ ッジで 作ら れ た 米は 品質が 高く 、 安 定供給 で

き る か 、 情報の 不完 全性を ど の よ う に 解決す る

か 、 の 二つ が 流通経路決定の 鍵と なる 。

　 ま ず 、 二つ の 流通経路が あ る わ け だ が 、 ま ず

政府米と して 流通さ せ る 経路を 検討して みる 。

ポ イ ン ト 1 の 米の 品質が 高い と い う と こ に 注目

す る 。

　 生産者は エコビ レ ッジで 作ら れ た 高付加価値

の 米を 売り た い の で 、 買入価格 の 下が っ て い る

政府米と して 売る の は 合理的で は ない 。 又、 品

質は 高く なる は ず なの で あ る 程度他の 米よ り 差

別化で き る の で 政府米と して 流通さ せ る 経路は

消え る 。

　 残っ た 二つ の 流通経路に は 利点が そ れ ぞ れ に

あ る 。 自主流通米に は 集荷段階で 農協を 通す こ

と に よ っ て 、 エコビ レ ッジで 作ら れ た 米は 最終

的に 小売業者が 店頭に 並べ る 際、「 エコビ レ ッジ

で 生産さ れ た 米」 と 、 慣 行農法で 作ら れ た 米と

は 差別さ れ て 売り に 出さ れ 、 ま た 、 ポ イ ン トの

一 つ 目で あ る 情報の 不完 全性も 解決で き る こ と

と なり 、 世間 に 知ら れ て い ない 米に と っ て は プ

ラ スと なる 信用を 付与した り 、 ブ ラ ン ドを つ け

る こ と が で き る 。 こ れ は 、 も しこ こ で 情報の 不

完 全性が 存在し、 い く ら 生産者が 「 エコビ レ ッ

ジで 作ら れ た 米」 と 一 方的に 売り 出した と して

も 、 消費者は エコビ レ ッジで 作ら れ た か ど う か
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知る 由が ない た め 、 生産者が 主張して い る こ と

を 信じ ない 可能性が あ る 。 す る と 、 高付加価値

が つ い て い る エコビ レ ッジで 作ら れ た 米は 信用

が ない た め に 、 売り 出した い 価格 よ り も 安 く 売

り 出さ れ る こ と に なる で あ ろ う 。 こ れ を 回避す

る た め に も 、 エコビ レ ッジで 作ら れ た 米を 世間

に 広く 知ら れ て い る 農協を 通して 信用を 付与す

る こ と は 必要と なる 。 こ れ に よ り 、 消費者に 信

用を 与え る こ と が で き る た め 、 情報の 非対称性

の 問題は 解決で き 、 高付加価値の 米を そ れ に 見

合っ た 価格 で 売る こ と が で き る よ う に なる 。 農

協を 通す こ と の メ リ ットは こ れ に 限ら ず 、 農協

の 施設、 農具 を 借り る こ と は も ち ろ ん 、 さ ら に

は 農協と 手を 組む こ と に よ っ て お 互い プ ラ スと

なる よ う な販売戦略を 立て る こ と も で き る 。 こ

れ は 、 販売経路を 確 実に 確 保して く れ る こ と や 、

い つ も の 出荷先の 店が 潰れ て しま っ た と して も

新た に 出荷先を 提供して く れ る こ と で あ る 。

　 一 方、 計画外流通の 経路を 選ぶ と 、 異 なる メ

リ ットが あ る 。 ポ イ ン ト 2 の 情報の 不完 全性の

問題は 、 農林水産省か ら エコフ ァ ー マ ー 認定を

受け る こ と が で き る こ と 、 さ ら に エコビ レ ッジ

で 作ら れ た こ と を ア ピ ー ル す る た め に も 法人化

した こ と に よ る メ リ ットを 生か し、 企 業の ノ ウ

ハ ウ を 使い 、 効果的に 宣伝で き る で あ ろ う 、 と

い う 二点か ら 先の 情報の 不完 全性の 問題は 解決

で き 、 他の 米と 差別化さ れ る こ と と なる 。 ま た 、

農協を 通さ ない で 直売や 小売店へ 直接販売す る

こ と が で き る の で 流通媒介手数料（ 農協など 、

流通の 仲立ち 業者を 通す と 手数料が と ら れ る ）

が なく なる の で 、 農協を 通す 場合よ り も 生産者

価格 は 高く なる で あ ろ う 。

　 以 上見て き た と お り 、 自主流通米と して 流通

さ せ る の と 計画外流通米と して 流通さ せ る 、 二

つ の 方法に そ れ ぞ れ の 利点が あ り 、 こ の 二つ の

流通方法を う ま く 使う の が 賢明で あ る 。 エコビ

レ ッジは ま だ 事業を 始め て 間 も ない の で 、 直接

小売店に 販売しよ う に も ま だ 提携先が 決ま っ て

い ない の で 、 高く 多く 買い 入れ て く れ る 、 と い っ

た 条件の 合う 小売店を 探さ なけ れ ば なら ない し、

直売す る に も 全て の 米（ 村全体で 作ら れ た 米の

量は 膨大で あ る ） を 売り 切る の は 難しい で あ ろ

う 。 よ っ て 、 条件の 合う 小売店が 見つ か る ま で

は 自主流通米と して 農協を 通し、 そ の 利点を 有

効利用す る こ と に よ っ て 販売経路を 見出す べ き

だ 。 ま た 、 企 業の 規 模の 大き さ に よ り 、 個々 の

農家で 販売す る よ り も 多く の 米を 直売で き る で

あ ろ う 。 よ っ て 、 自主流通米量に は 及 ば ない が 、

あ る 程度の 米を 計画外流通で 直売を す る 。 そ し

て 、 提携先が 見つ か り 、 小売店に 直接販売で き

る よ う に なっ た ら 、 自主流通米へ と 流通さ せ る

米の 比率を 減ら して い き 、 計画外流通米と して

売り 出す 量を 増や して い く 。 以 上の よ う な流通

経路を 提案 す る 。

4.8 エコビ レ ッジで の 法人化の

効果

こ の 章で は エコビ レ ッジの 法人化に つ い て 論

じ て き た 。 エコビ レ ッジと は そ も そ も 日本の 農

村の 問題と 、 慣 行農業の 環 境負荷問題を 解決す

る も の で あ っ た 。 法人化は 前者の 農村の 問題に

対して 効果を 有す る 。

　 法人化は 雇用条件の 向上に よ り 、 農村部の 就

業人口の 増加を も た ら し、 過疎化と 高齢化の 問

題を 解決で き る 。 ま た 大規 模に 農業を 行う た め 、

従来の よ う に 小規 模で 行う よ り も 環 境保全型農

業の メ リ ットが よ り 生か さ れ る 。 流通に お い て

も エコビ レ ッジで 生産さ れ た 農産物は 他の 農産

物と 差別化さ れ 、 よ り 高い 付加価値を 得る こ と

が で き る 。
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第5章 ま と め

5.1

環 境負荷問題を 解決す る た め に 環 境保全型農

業を 推進し、 過疎化、 高齢化、 零細経営 と い っ

た 日本の 農村の 問題点を 解決す る た め に 法人化

を 導入す る と い う エコビ レ ッジの モ デル に つ い

て 考察して き た 。

　 環 境保全型農業と 慣 行農業を 比較 す る と 、 環

境保全型農業を 実践す る と 生産物価格 が 上が る 、

環 境問題が 解決さ れ る など の メ リ ットが あ る 一

方、 労働時間 に 対す る 収益 の 低下、 情報の 非対

称性など の デメ リ ットが 存在す る 。 環 境保全型

農業を 推進す る た め に は 、 こ れ ら の デメ リ ット

を 解消し、 慣 行農業か ら 環 境保全型農業へ 移 行

す る 明確 なイ ン セン ティ ブ を 設定す る 必要が あ

る 。 そ こ で 、 コストの 増大と い う 点に つ い て は 、

政府に よ る 直接支払い を 行っ て 解消し、 ま た 情

報の 不完 全性に つ い て は 、 高付加価値を つ け る

こ と の で き る コメ の 生産に 特化す る こ と で 、 高

価格 を 実現し、 コスト問題、 情報の 不完 全性と

い う 双方の 問題を 解決す る 。

　 次に 、 エコビ レ ッジビ ジネスに 構造特区の 規

制緩 和を 利用した 農外資本以 外の 株式会社を 導

入す る こ と に よ っ て 、 日本の 農村の 問題点を 解

決、 流通を 利用す る こ と に よ っ て 高価格 を 維 持

し、 大規 模経営 に よ っ て 土地集約的な農業経営

を 回避す る こ と で 環 境保全効果を も 得る 。

　 以 上の よ う な方策を 用い て 環 境保全型農業を

推進して い き 、 日本の 農村の 問題点を 解決し、 エ

コビ レ ッジに よ っ て 地域 を 活性化して い く べ き

で は ない か 。 法人化ビ ジネスが 軌 道に 乗っ て く

れ ば 、 各地域 の 特性を 生か した 環 境保全型農業

を 推進して い く こ と で 、 消費者へ の Ｐ Ｒ を 含 め

た 農産物の 付加価値向上も 可能と なる 。 環 境保

全型農業に よ っ て ブ ラ ン ド構築す る こ と で 、 将

来的に は 、 環 境保全型農業の 他に も 、 例え ば 農

家を 基 盤と した グリ ー ン ツー リ ズム など を 行っ

て 地域 を 活性化す る こ と など も 可能と なる 。
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